
 

  

 

 

違法駐車を見つけたら警察へ通報をお願いします 

 

 

 

回覧 

違法・迷惑駐車はやめましょう 

歩行者が安全に
通 行 で き な く 
なります 

石狩市環境市民部広聴・市民生活課（電話 72-3143） 

道路を自動車の保管場所

として使用することは、車庫

法で禁止されています。 

また、駐車禁止区域外であ

っても、同一の場所に引き続

き 12 時間以上（夜間は８時

間以上）駐車すると罰則の対

象となります。 

除雪車の周りは見通しが悪

く非常に危険です。事故防止

のため、お子さまのいる家庭

では、日頃から「除雪車に近

づかない」・「そばで遊ばな

い」よう声かけをお願いしま

す。 

 

 

路上・歩道への駐車は生活に大きな影響があります 

 

 

除排雪作業の妨げ
になります 

 

緊急車両など走行

する車の妨げに 
なります 

 

見通しが悪い… 急いでいるのに 

通れない… 

除雪作業を中断しない

といけない場合も… 

石狩市交通安全推進委員会 

ワンダーくん 



 回覧  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

石狩北部地区消防事務組合 石狩消防署 警防課防火推進担当     

石狩市花川北１条１丁目２番地３   ☎０１３３－７４－７１６５ 

 

「感震ブレーカー」 を 
ご存じですか？ 

 

～通電火災を防ぐため、家庭で今から出来る対策です～ 

 
地震による停電後に電気が復旧した際、倒れた電気ストーブ等が可燃物と接触してしまい出

火することや、電化製品などの破損した配線から出火する等、いわゆる 「通電火災」 が発生

する恐れがあります。東日本大震災では地震により発生した全火災のうち、約５４％は 「通

電火災」 を含む電気関係が原因となっています。そのような 「通電火災」 を防止するため、 

大規模地震が発生した際に自動で電気を遮断する 「感震ブレーカー」 の設置が有効です。 

 

分電盤タイプ（内蔵型） ～分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレーカ

ーを切って電気を遮断します。 

分電盤タイプ（後付型） ～漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能で、 

分電盤に感震機能を外付けするものです。 

コンセントタイプ ～コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセント  

から電気を遮断します。 

簡易タイプ ～ばねの作動や重りの落下などによりブレーカーを切って電気を遮断 

します。 

 



 

 

 

 
▲石狩市 

くらし手続き 

ポータルサイト  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

石狩市 環境市民部 環境課  ☎０１３３－７２－３２４０  

FAX:０１３３－７５－２２７５ Email:  k-hozen＠city.ishikari.hokkaido.jp 

回 覧 

の飼い主の皆さまへ 
 
 
 苦情相談が寄せられています… 

 

 

 

犬の登録・予防注射

は済んでいますか？ 

「散歩中の犬が、自宅の前などに糞尿をするので困っている」という苦

情相談が寄せられています。 

他人の迷惑になるような所で糞尿をさせるのはやめましょう。 

動物が苦手な方やアレルギーのある方にも配慮し、地域の皆さんが快適

に過ごせるよう、飼い主のルールとマナーを守りましょう。 

ルールを守り、正しく飼いましょう！ 

 

 

 

 

犬  

 

狂犬病予防法により、生後９１日以上の犬

は、所在市町村への登録と年１回の狂犬病予

防注射が義務付けられています。登録は市役

所のほか市内動物病院でもできます。 

引っ越したときや飼い犬が死亡したときも

届出が必要です。変更届（市内転居など）や

死亡届は、電話のほかオンラインでも受け付

けていますので、ぜひご利用ください。 

    No! 

糞尿の放置 
他人の動物のフンを始末すること

は不愉快なものです。逆の立場にな

って考え、飼い主が必ず責任をもっ

て始末するようにしましょう。 

飼い犬を散歩に連れて行くときに

は、フンを回収するためのスコップ

やビニール袋、尿を洗い流すための

水入りペットボトルなどを持参しま

しょう。散歩中にフンをしたときに

は、必ず自宅に持ち帰り、可燃ごみ

として出すなど適正に処理しましょ

う。自宅でトイレを済ませてから散

歩に出かけるのも効果的です。 



　

食を通じて心身の健康に繋がるエッセンスをこの講座でお届けします。この機会に食について学ぶ

学校給食試食付きのプレミアムな時間を過ごしてはいかがですか。皆様のご参加お待ちしております。

10：30～12：00

場　　所 石狩市学校給食センター
※花川北7条1丁目27番地（石狩市民図書館奥）

定　　員 ２０名程度（先着順）

※4名以下の場合は開催しない場合もあります。中止の場合はご連絡いたします。

受  講  料 ４２２円（試食代として）

※受講３日前（土日祝日を含まない）の取消しには受講料が発生いたします。

申込期限 令和８年１月15日（木）まで

内　　容

【食育講話】　減塩のカギ
　　　　　  給食のだしを味わおう
【　その他　】　給食センターの施設紹介、給食試食

　　　　学びのスタンプ

　　　　　対象事業
回 覧

大人の
プレミアム食育講座

日　　程
令和８年１月30日（金）

✧

就学前のお子さんがいる

保護者さん、小学校に行く前に

給食を試食してみませんか？

【 申し込み 】 石狩市学校給食センター

0133-62-8015
（平日8：00～16：30）

「だし」の試飲付！



帯状疱疹は、痛みを伴う水疱（水ぶくれ）が現れる皮膚の病気です。

※１ 病気や治療により免疫が低下している方は生ワクチンを接種できません。
※２ 病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した

 場合、接種間隔を１か月まで短縮できます。
  ※３   生活保護受給者は無料です。接種前に市役所（福祉総務課）へ連絡してください。

・ワクチンは２種類あり、接種方法や効果とその持続期間、副反応等の特徴が異なります。

・いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

・石狩市HPの実施医療機関一覧から、接種希望の医療機関へ直接お申し込みください。

①令和７年度中に 65 、 70、75、80、85、90、95、100 歳になる方、または現在100歳以上の方

②60～64 歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

注）接種は任意ですが、対象年齢は年度で変わるため、機会を逃さないようご注意ください。

回 覧

【対象】定期接種は以下の方が対象です。（詳細は裏面参照）

生ワクチン（阪大微研）※1 組換えワクチン（GSK社）

接種回数 １回
２回

（通常２か月以上の間隔を空けて接種）※2

接種費用
2,200円

（7,600円の約3割を自己負担）※3
6,400円×２回

（1回21,600円の約3割を自己負担）※3

予防効果
接種後１年時点で６割程度
接種後５年時点で４割程度

接種後１年時点で９割以上
接種後５年時点で９割程度

接種後１０年時点で７割程度

副反応
注射部位の発赤、そう痒感、熱感、

腫脹など
注射部位の疼痛、発赤、腫脹、筋肉痛

疲労、頭痛など

裏面の生年月日早見表を
ご参照ください

実施医療機関等の
詳細はこちらから

令和 ７年度 帯状疱疹ワクチンの定期接種

注 意【対象者の方へ】
助成接種期限は令和８年３月３１日までとなりますので、接種を希望

する場合は、早めの接種をお願いいたします。

特に組換えワクチンは、期間内に２回の接種が必要なため、遅くとも

令和８年１月までに１回目の接種を受けてください。

なお、令和８年４月以降の接種分は、理由にかかわらず助成対象外

（全額自己負担）となりますのでご注意ください。

【ワクチン接種方法と費用】



石狩市健康推進部健康推進課（0133-72-6124）

実施期間(定期接種の時期) 年齢 各年度の対象者の生年月日

65 昭和35年４月２日～昭和36年４月１日生

70 昭和30年４月２日～昭和31年４月１日生

令和７年度接種対象者 75 昭和25年４月２日～昭和26年４月１日生

80 昭和20年４月２日～昭和21年４月１日生

85 昭和15年４月２日～昭和16年４月１日生

90 昭和10年４月２日～昭和11年４月１日生

95 昭和05年４月２日～昭和06年４月１日生

100以上 大正14年４月２日～大正15年４月１日以前生

65 昭和36年４月２日～昭和37年４月１日生

70 昭和31年４月２日～昭和32年４月１日生

令和８年度接種対象者 75 昭和26年４月２日～昭和27年４月１日生

80 昭和21年４月２日～昭和22年４月１日生

85 昭和16年４月２日～昭和17年４月１日生

90 昭和11年４月２日～昭和12年４月１日生

95 昭和06年４月２日～昭和07年４月１日生

100 大正15年４月２日～昭和02年４月１日生

65 昭和37年４月２日～昭和38年４月１日生

70 昭和32年４月２日～昭和33年４月１日生

令和９年度接種対象者 75 昭和27年４月２日～昭和28年４月１日生

80 昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生

85 昭和17年４月２日～昭和18年４月１日生

90 昭和12年４月２日～昭和13年４月１日生

95 昭和07年４月２日～昭和08年４月１日生

100 昭和02年４月２日～昭和03年４月１日生

65 昭和38年４月２日～昭和39年４月１日生

70 昭和33年４月２日～昭和34年４月１日生

令和１０年度接種対象者 75 昭和28年４月２日～昭和29年４月１日生

80 昭和23年４月２日～昭和24年４月１日生

85 昭和18年４月２日～昭和19年４月１日生

90 昭和13年４月２日～昭和14年４月１日生

95 昭和08年４月２日～昭和09年４月１日生

100 昭和03年４月２日～昭和04年４月１日生

65 昭和39年４月２日～昭和40年４月１日生

70 昭和34年４月２日～昭和35年４月１日生

令和１１年度接種対象者 75 昭和29年４月２日～昭和30年４月１日生

80 昭和24年４月２日～昭和25年４月１日生

85 昭和19年４月２日～昭和20年４月１日生

90 昭和14年４月２日～昭和15年４月１日生

95 昭和09年４月２日～昭和10年４月１日生

100 昭和04年４月２日～昭和05年４月１日生

令和１１年４月１日～令和１２年３月３１日

帯状疱疹予防接種 実施年度別 生年月日早見表

令和９年４月１日～令和１０年３月３１日

令和１０年４月１日～令和１１年３月３１日

令和７年４月１日～令和８年３月３１日

令和８年４月１日～令和９年３月３１日








